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本
日
こ
こ
に
、
令
和
元
年
第
一
回
臨
時
会
の
開
会
に
あ
た
り
、 

提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

併
せ
て
、
二
期
目
就
任
に
あ
た
っ
て
の
私
の
所
信
の
一
端
を
申
し
述

べ
、
議
員
各
位
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

 

先
月
行
わ
れ
ま
し
た
南
ア
ル
プ
ス
市
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
各
方

面
か
ら
の
力
強
い
ご
支
援
と
、
多
大
な
ご
支
持
を
賜
り
、
南
ア
ル
プ
ス

市
民
の
代
表
と
し
て
、
市
政
運
営
の
舵
取
り
役
を
継
続
し
て
任
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
、
多
く
の
市
民
の
皆
様
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
期
待
の
大
き
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。 

 

就
任
一
期
目
は
、
政
治
姿
勢
と
し
て
「
ハ
ー
ド
か
ら
ハ
ー
ト
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
子
育
て
支
援
の
充
実
、
公
共
施
設
の
再
配
置
、
健

全
財
政
の
維
持
を
中
心
に
市
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
の
四
年
間
の
成
果
を
基
盤
と
し
て
、
二
期
目
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
「
市
民
目
線
で
さ
ら
な
る
前
進
」
を
実
現
す
る

た
め
、
全
身
全
霊
を
傾
注
し
、
市
政
運
営
に
取
り
組
む
も
の
と
衷
心
よ
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り
、
強
く
決
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

南
ア
ル
プ
ス
市
は
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
「
豊
か
な
ま
ち
」
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
可
能
性
に
満
ち
溢
れ
た
南
ア
ル
プ
ス
市
を
、
将
来
に

向
け
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
四
年
間
の
実
効

性
あ
る
施
策
が
真
に
重
要
で
あ
る
と
深
く
認
識
し
て
お
り
ま
す
。 

人
口
減
少
・
超
高
齢
社
会
へ
の
対
応
や
、
若
い
世
代
の
就
業
・
結
婚
・

子
育
て
支
援
な
ど
、
市
の
将
来
に
広
範
に
関
わ
る
様
々
な
課
題
と
向
き

合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
市
政
課
題
を
一
つ
一
つ
堅
実
に
解
決
し
、

「
市
民
目
線
で
さ
ら
な
る
前
進
」
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の

五
つ
の
柱
を
市
民
の
皆
様
と
お
約
束
い
た
し
ま
す
。 

 

先
ず
、
一
点
目
は
「
子
育
て
支
援
の
さ
ら
な
る
推
進
」 

次
に
、
二
点
目
は
「
健
康
・
長
寿
の
ま
ち
づ
く
り
」 

次
に
、
三
点
目
は
「
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
事
業
の
推
進
」 

次
に
、
四
点
目
は
「
豊
か
で
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」 

最
後
の
五
点
目
は
「
行
政
改
革
の
さ
ら
な
る
推
進
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
後
、
こ
れ
ら
の
公
約
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
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総
合
計
画
と
一
体
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
た
め
、
令
和
二
年
度
か

ら
六
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
」
に

反
映
す
る
こ
と
で
、
市
政
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
し
、
方
向
性
を
共
有

す
る
中
で
、
積
極
的
か
つ
着
実
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
四
年
間
、
全
て
の
市
民
の
皆
様
の
幸
せ
と
南
ア
ル
プ
ス
市

の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
、
全
身
全
霊
を
傾
け
て
市
政
運
営
に
取
り
組

む
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
も
ご
理
解
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

次
に
、
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
臨
時
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
条
例
の
一
部
改
正
の
専

決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
案
二
件
、
同
意
案
三
件
、
合
わ
せ
て
五

件
で
あ
り
ま
す
。 

 

は
じ
め
に
、
承
認
第
一
号
、
「
南
ア
ル
プ
ス
市
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」

で
あ
り
ま
す
。 
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こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
、

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
南
ア
ル
プ

ス
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
、
特
に
緊
急
を
要
す

る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
暇
が
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十

一
日
に
専
決
処
分
し
た
の
で
、
議
会
に
報
告
し
承
認
を
求
め
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
承
認
第
二
号
、
「
南
ア
ル
プ
ス
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
が
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
、
特
に
緊
急

を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
暇
が
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方

自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
に
専
決
処
分
し
た
の
で
、
議
会
に
報
告
し
承
認
を
求
め
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。 
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次
に
、
同
意
案
二
十
号
、
「
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
」

で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
小
野
ゆ
り
教
育
委
員
の
任
期
が
、
本
年

五
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
教
育
委
員
を
再

任
と
し
て
任
命
し
た
い
の
で
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
同
意
案
第
二
十
一
号
、
「
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
で

あ
り
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
望
月
健
二
監
査
委
員
の
任
期
が
、
本
年

五
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
監
査
委
員
を
再

任
と
し
て
選
任
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
六
条
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
同
意
案
第
二
十
二
号
、
「
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い

て
」
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
齋
藤
正
利
公
平
委
員
の
任
期
が
、
本
年

五
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
飯
野
在
住
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の
小
林
孝
夫
氏
を
選
任
し
た
い
の
で
、
地
方
公
務
員
法
第
九
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
、
提
出
案
件
に
つ
い
て
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
担
当
部
長
よ
り
説
明
い
た
さ
せ
ま
す
。 

何
卒
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日 
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ア
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